
水

俣

市

み
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ま
た 

 
 
 
 
 
 
 

し

(市  役  所)

一　

概 
 
 
 

況

　

県
の
最
南
端
に
位
置
す
る
、
人
口
二
六
、
九
七
八
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約
一
六

三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
市
で
あ
る
。
北
は
葦
北
郡
芦
北
町
及
び
津
奈
木
町
、
南
は
鹿
児
島
県
の

出
水
市
及
び
伊
佐
市
、
東
は
球
磨
郡
球
磨
村
に
接
し
、
西
は
リ
ア
ス
式
海
岸
と
な
っ
て
八
代
海
に

面
し
て
い
る
。
市
の
三
方
は
、
矢
筈
山
、
国
見
山
、
大
関
山
な
ど
の
山
嶺
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
水

俣
川
が
市
域
の
中
心
を
東
西
に
流
れ
て
八
代
海
に
注
い
で
い
る
。
市
街
地
は
水
俣
川
河
口
部
に
広

が
る
平
坦
地
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
（
旧
チ
ッ
ソ
）
水
俣
製
造
所
な
ど
化
学
工
業

関
連
の
工
場
な
ど
が
市
街
地
に
隣
接
し
て
立
地
し
て
い
る
。

　

主
な
産
業
と
し
て
は
化
学
工
業
・
農
林
業
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
産
品
は
、
化
学
工
業
製
品
と

し
て
液
晶
材
料
・
有
機
シ
リ
コ
ン
化
合
物
な
ど
の
フ
ァ
イ
ン
ケ
ミ
カ
ル
、
化
学
肥
料
、
合
板
が
あ

り
、
Ｉ
Ｃ
の
生
産
拠
点
に
も
な
っ
て
い
る
。
農
産
物
で
は
、
サ
ラ
ダ
玉
ね
ぎ
や
お
茶
、
甘
夏
、
デ

コ
ポ
ン
な
ど
の
柑
橘
類
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

交
通
面
で
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
肥
薩
お
れ
ん
じ
鉄
道
お
よ
び
国
道
三
号
が
縦
断
し
、
平
成

一
六
年
三
月
に
は
、
九
州
新
幹
線
新
水
俣
駅
が
開
業
し
、
利
便
性
が
向
上
し
て
い
る
。

　

観
光
資
源
と
し
て
、
市
内
に
、
海
の
「
湯
の
児
温
泉
」
と
山
の
「
湯
の
鶴
温
泉
」
の
二
つ
の
温

泉
地
を
有
し
て
い
る
。
全
国
桜
の
名
所
百
選
に
も
選
ば
れ
た
湯
の
児
海
岸
道
路
の
桜
並
木
、
湯
の

鶴
の
七
滝
、
寒
川
水
源
、
誰
で
も
気
軽
に
楽
し
め
る
太
刀
魚
釣
り
な
ど
の
ほ
か
、
徳
富
蘇
峰
・
蘆

花
兄
弟
の
生
家
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
、
エ
コ
パ
ー
ク
水
俣
（
水
俣
湾
埋
立
地
）
に
は
、
バ
ラ
園
、
竹
林
園
な
ど
、
道
の
駅
に
指

定
さ
れ
た
観
光
物
産
館
が
あ
り
、
観
光
客
の
周
遊
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

二　

市
名
の
由
来

「
み
な
ま
た
」
の
地
名
は
、
古
く
か
ら
『
延
喜
式
』
（
九
二
七
年
）
『
和
名
妙
』
（
九
三
〇
年
代

に
成
立
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

吉
田
東
伍
博
士
が
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
「
葦
北
郡
水
俣
郷
、
今
水
俣
村
即
是
な
り
、
津
奈

木
の
南
に
し
て
、
江
山
自
ら
一
郷
を
成
す
。
佐
敷
の
南
四
里
半
、
薩
州
米
之
津
の
北
三
里
半
の
此

地
は
西
南
州
郡
界
の
山
谷
よ
り
渓
潤
出
で
来
た
り
て
、
其
水
数
詠
と
為
り
て
海
湾
に
入
る
。
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水
俣
の
本
義
即
ち
之
に
因
る
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
み
な
ま
た
」
の
地
名
は
、
水
俣
川
・

湯
出
川
な
ど
が
こ
の
地
で
合
流
し
、
水
が
「
股
」
に
な
っ
て
い
る
様
子
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三　

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四　

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１　

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

 
 

平
成
一
二
年
三
月
の
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の
公
表
以
後
、
当
地
域
に
お
い
て
は
、
ま
ず

水
俣
・
芦
北
一
市
三
町
で
の
検
討
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
田
浦
町
・
芦
北
町
の
合
併
検
討
が
先

に
具
体
化
し
た
。
水
俣
市
は
、
合
併
に
は
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
、
隣
接
す
る
津
奈
木
町
と
の

合
併
協
議
を
模
索
し
て
い
た
が
、
津
奈
木
町
に
お
け
る
住
民
投
票
で
、
水
俣
市
と
の
法
定
協
議

会
設
置
反
対
が
過
半
数
を
占
め
た
た
め
、
協
議
会
の
設
置
に
は
至
ら
ず
、
事
実
上
こ
れ
に
よ
り

合
併
特
例
法
下
で
の
合
併
検
討
は
終
息
し
た
。
（
第
二
編
「
水
俣
・
芦
北
地
域
」
参
照
）

水

俣

町

（
昭
三
一
・
九
・
一
編
入
）

芦

北

郡

久
木
野
村

水

俣

市

水

俣

市

（
昭
二
四
・
四
・
一
市
制
施
行
）
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（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま

で

終

戦

時

市

制

・

町
村
制
前

(

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
大
元
・
一
二
・
一
町
制
施
行
）

大

迫

村

初

野

村

陣

内

村

長

野

村

中

鶴

村

深

川

村

薄

原

村

葛

渡

村

石

坂

川

村

市

渡

瀬

村

宝

川

内

村

浜

村

江

添

村

南

福

寺

村

袋

村

湯

出

村

月

浦

村

長

崎

村

小
津
奈
木
村

の
一
部

久

木

野

村

古

里

村

大

川

村

越

小

場

村

水

俣

村

水

俣

町

水

俣

市

久

木

野

村

久

木

野

村
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（
一
） 

水
俣
村 

戦
国
時
代
に
は
、
肥
薩
両
国
の
勢
力
争
い
の
地
で
あ
り
、
徳
川
中
期
に
は
、
頼
山
陽
な
ど

文
人
墨
客
の
往
来
が
あ
っ
て
文
化
的
に
も
栄
え
た
。 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
、
大
迫
村
、
初
野
村
、
小
津
奈
木

村
は
第
一
三
大
区
第
九
小
区
に
、
陣
内
村
、
深
川
村
、
長
野
村
、
中
鶴
村
、
薄
原
村 

市
渡

瀬
村
、
葛
渡
村
、
石
坂
川
村
、
宝
川
内
村
は
第
一
三
大
区
第
一
〇
小
区
に
、
浜
村
、
江
添
村
、

南
福
寺
村
、
袋
村
、
月
浦
村
、
湯
出
村
、
長
崎
村
は
同
大
区
第
一
一
小
区
に
属
し
て
い
た
。

一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
の
際
も
、
三
つ
の
戸
長
役
場
の
下
に
分
か
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
小
津
奈
木
、
初
野
、
大
迫
の
三
か
村
は
田
川
、
湯
浦
、
津
奈
木
、
岩
城
の
四
か
村
と

と
も
に
、
陣
内
、
長
野
、
中
鶴
、
深
川
、
薄
原
、
葛
渡
、
石
坂
川
、
宝
川
内
、
市
渡
瀬
の
九

か
村
は
久
木
野
、
古
里
、
大
川
内
、
越
小
場
の
四
か
村
と
と
も
に
、
浜
、
南
福
寺
、
江
添
、

月
浦
、
袋
、
長
崎
、
湯
出
は
七
か
村
で
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
と
さ
れ
た
。
二
二
年
の
町
村

制
施
行
に
伴
い
、
前
記
一
九
か
村
（
小
津
奈
木
村
は
、
元
水
俣
郷
に
属
し
た
部
分
）
が
合
併

し
、
郷
名
を
と
っ
て
水
俣
村
（
人
ロ
一
二
、
三
〇
三
人
、
村
長
深
水
頼
寛
）
が
発
足
し
た
。 

当
時
、
水
俣
は
製
塩
が
盛
ん
で
あ
り
、
ま
た
、
み
か
ん
園
な
ど
も
造
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
天
草
か
ら
大
口
、
牛
尾
両
金
山
へ
動
力
石
炭
を
輸
送
す
る
船
と
馬
車
で
に
ぎ
わ
っ
て
い

た
反
面
、
大
半
の
村
民
は
零
細
な
農
漁
業
や
官
有
林
払
下
げ
の
下
請
労
務
な
ど
に
従
事
し
て

い
た
。
同
三
七
年
頃
か
ら
海
岸
埋
立
工
事
な
ど
が
始
ま
り
、
四
一
年
に
は
、
工
場
誘
致
に
よ

っ
て
現
在
の
Ｊ
Ｎ
Ｃ
（
旧
チ
ッ
ソ
）
水
俣
製
造
所
の
前
身
で
あ
る
日
本
カ
ー
バ
イ
ト
商
会
が

設
立
さ
れ
た
。 

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
一
二
月
、
水
俣
村
は
町
制
を
施
行
し
、（
人
ロ
一
五
、
〇
〇
〇
人
、

戸
数
二
、
七
〇
〇
戸
）
昭
和
二
四
年
四
月
一
日
、
市
制
を
施
行
し
た
。 

（
二
） 

久
木
野
村 

旧
藩
時
代
は
、
一
小
村
で
、
惣
庄
屋
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
。
伊
藤
氏
が
、
湯
浦
村
よ
り

着
任
し
て
以
来
五
代
続
け
て
惣
庄
屋
で
あ
っ
た
が
、
維
新
後
、
水
俣
郷
に
併
合
さ
れ
明
治
七

年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
下
に
お
い
て
は
、
久
木
野
村
、
古
里
村
、
大
川
内
村
、

越
小
場
村
は
第
一
三
大
区
第
一
〇
小
区
に
属
し
た
。
明
治
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施

行
に
よ
り
、
久
木
野
、
古
里
、
大
川
、
越
小
場
の
四
か
村
は
、
陣
内
村
な
ど
と
と
も
に
一
三

か
村
で
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
が
、
一
四
年
に
は
、
こ
の
四
か
村
が
久
木
野
村
列
と
し
て
一

行
政
区
域
と
な
り
、
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
二
二
年
、
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
四

か
村
が
合
併
し
て
久
木
野
村
と
し
て
発
足
し
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

当
初
の
県
の
試
案
で
は
、
水
俣
市
は
、
隣
接
の
津
奈
木
村
、
久
木
野
村
を
編
入
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。
人
口
三
千
余
の
久
木
野
村
は
、
地
理
的
に
み
て
水
俣
市
以
外
と
の
合
併
は
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
同
村
は
、
当
時
二
億
六
千
万
円
の
基
本
財
産
（
山
林
）
を
有
し
、
年
間
五

百
万
円
程
度
を
恒
久
的
に
伐
採
売
却
し
得
る
の
で
、
村
財
政
に
関
す
る
限
り
、
将
来
に
わ
た
り

健
全
財
政
を
維
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
村
民
は
合
併
に
対
し
無
関
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

県
地
方
事
務
所
の
指
導
と
全
国
的
な
町
村
合
併
の
動
向
に
よ
り
、
よ
う
や
く
合
併
の
気
運
が
盛

り
あ
が
る
と
と
も
に
、
水
俣
市
の
合
併
に
対
す
る
理
解
あ
る
態
度
は
、
住
民
に
安
心
感
を
あ
た

え
た
。 

昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
三
月
、
県
の
あ
っ
せ
ん
で
合
併
に
関
す
る
最
初
の
話
し
合
い
が

も
た
れ
、
同
年
五
月
、
第
一
回
の
合
併
促
進
協
議
会
が
開
か
れ
て
合
併
条
件
の
大
綱
を
決
定
し
、

七
月
三
日
、
知
事
に
編
入
の
申
請
を
行
い
、
九
月
一
日
編
入
と
な
っ
た
。 

津
奈
木
村
と
の
合
併
は
、
両
市
村
と
も
熱
意
が
な
く
、
合
併
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
（
津
奈
木

町
の
項
参
照
）
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
一
年
九
月
一
日 

（
二
） 

支
所 

１ 

久
木
野
村
役
場
に
支
所
を
置
く
。 

２ 

支
所
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
行
う
。 

ア 

戸
籍
お
よ
び
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務 

イ 

証
明
に
関
す
る
事
務 

ウ 

主
食
配
給
に
関
す
る
事
務 

エ 

市
税
そ
の
他
徴
収
に
関
す
る
事
務 

（
三
） 
議
会
の
議
員 

１ 

議
員
の
定
数
お
よ
び
選
挙
に
関
す
る
事
項 

促
進
法
第
九
条
第
二
項
に
よ
り
、
議
員
の
定
数
を
三
人
増
加
す
る
。 

２ 

前
号
の
三
人
の
選
挙
区
は
、
久
木
野
村
の
区
域
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
号
の
選
挙
区
は
、
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合
併
と
同
時
に
行
う
選
挙
の
際
に
限
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
四
） 

農
業
委
員
会
委
員 

久
木
野
村
の
選
挙
に
よ
る
農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、
促
進
法
第
九
条
の
三
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
互
選
に
よ
る
三
人
を
水
俣
市
の
選
挙
に
よ
る
農
業
委
員
と
し
て
水
俣
市
農
業
委
員

会
の
委
員
の
残
任
期
間
引
き
続
き
在
任
せ
し
め
る
。 

（
五
） 

教
育
委
員
会
委
員 

久
木
野
村
の
選
挙
に
よ
る
教
育
委
員
に
つ
い
て
は
、
促
進
法
第
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
互
選
に
よ
る
一
人
を
水
俣
市
の
選
挙
に
よ
る
教
育
委
員
と
し
て
、
水
俣
市
の
教
育

委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
う
ち
残
任
期
間
の
短
か
い
も
の
の
残
任
期
間
引
き
続
き
在
任

せ
し
め
る
。 

（
六
） 

一
般
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

合
併
の
際
現
に
そ
の
職
に
あ
る
久
木
野
村
の
村
長
、
助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
お
よ
び

一
般
職
員
は
、
合
併
と
同
時
に
失
職
す
る
が
、
引
き
続
き
水
俣
市
の
一
般
職
員
と
し
て
身

分
を
保
有
せ
し
め
、
一
般
職
員
の
久
木
野
村
に
お
け
る
勤
続
年
数
は
、
こ
れ
を
通
算
す
る
。

 

２ 

久
木
野
村
の
退
職
手
当
支
給
条
例
を
水
俣
市
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
な
み
に
改
止

し
、
合
併
前
後
の
退
職
の
時
期
に
よ
っ
て
退
職
者
が
不
利
益
を
こ
う
む
ら
な
い
よ
う
措
置

す
る
。 

３ 

一
般
職
の
職
員
で
、
合
併
後
一
年
以
内
に
退
職
を
申
し
出
た
者
に
対
し
て
は
、
普
通
退

職
手
当
の
額
に
左
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
昭
和
三
一

年
八
月
末
日
ま
で
に
退
職
を
申
し
出
た
者
の
退
職
金
は
、
久
木
野
村
で
支
給
す
る
。 

 
 

ア 

昭
和
三
一
年
八
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇 

イ 

昭
和
三
一
年
一
一
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
八
〇 

ウ 

昭
和
三
二
年
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
六
〇 

エ 

昭
和
三
二
年
八
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
三
〇 

４ 

合
併
前
に
退
職
す
る
特
別
職
の
退
職
手
当
は
、
久
木
野
村
に
お
い
て
支
給
す
る
。 

（
七
） 

嘱
託
員 

久
木
野
村
の
嘱
託
員
の
定
数
、
手
当
額
は
、
現
在
の
ま
ま
継
承
し
、
水
俣
市
の
駐
在
事
務

所
長
の
任
期
更
新
の
時
に
定
数
、
手
当
を
考
慮
す
る
。 

（
八
） 

債
権
債
務 

 

久
木
野
村
の
債
権
、
債
務
は
、
明
細
書
通
り
す
べ
て
継
承
す
る
。 

（
九
） 

財
産
処
分 

久
木
野
村
有
の
基
本
財
産
（
林
野
）
は
、
財
産
区
を
設
置
し
、
そ
の
他
の
久
木
野
村
の
所

有
す
る
一
切
の
財
産
は
、
水
俣
市
に
引
き
継
ぐ
。
財
産
区
に
対
す
る
協
定
書
は
、
別
記
の
通

り
で
あ
る
。 

（
一
〇
） 

消
防
団 

副
団
長
一
名
を
増
員
し
て
、
こ
れ
を
久
木
野
村
よ
り
任
命
し
、
分
団
の
組
織
は
そ
の
ま
ま

と
す
る
。
待
遇
等
は
、
水
俣
市
と
同
一
と
す
る
。 

（
一
一
）
税
率 

課
税
済
の
も
の
は
、
本
年
度
に
限
り
そ
の
ま
ま
と
す
る
。
未
課
税
の
も
の
は
、
水
俣
市
と

同
じ
税
率
と
す
る
。
来
年
度
か
ら
は
、
全
部
水
俣
市
と
同
じ
税
率
と
す
る
。 

（
一
二
） 

大
字
の
名
称 

 

大
字
の
名
称
お
よ
び
区
域
は
、
従
来
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
三
）
国
民
健
康
保
険 

１ 

久
木
野
村
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
水
俣
市
に
統
合
す
る
。 

２ 

久
木
野
村
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
は
解
消
す
る
が
、
水
俣
市
国
民
健
康
保
険
協
議

会
委
員
に
つ
い
て
は
、
将
来
別
途
考
慮
す
る
。 

３ 

久
木
野
村
営
の
簡
易
水
道
事
業
は
、
水
俣
市
に
統
合
し
、
料
金
等
は
、
検
討
す
る
。 

４ 

久
木
野
村
診
療
所
は
、
水
俣
市
立
病
院
の
分
院
と
す
る
。 

５ 

久
木
野
村
に
駐
在
保
健
婦
を
配
置
す
る
。 

（
一
四
） 

公
民
館 

久
木
野
村
公
民
館
は
、
水
俣
市
公
民
館
の
分
館
と
し
て
存
置
す
る
。
分
館
長
は
、
久
木
野

村
教
育
長
を
充
て
る
。 

（
一
五
） 

小
・
中
学
校
の
通
学
区
域 

通
学
区
域
は
現
在
の
ま
ま
と
し
、
湯
浦
町
古
石
、
上
小
場
か
ら
現
在
通
学
中
の
も
の
は
、

こ
れ
を
認
め
る
。 

 
（
別
記
） 

財
産
区
に
関
す
る
協
定
書 

水
俣
市
と
久
木
野
村
の
合
併
促
進
協
議
会
の
協
議
に
よ
り
次
の
通
り
協
定
す
る
。 

（
一
） 

久
木
野
村
有
林
（
原
野
、
採
草
地
を
含
む
。）
は
財
産
区
と
し
、
水
俣
市
と
財
産
区
の

収
入
れ
の
割
合
は
、
施
業
案
に
基
き
処
分
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
純
益
金
の
そ
れ
ぞ

−914−−915−



れ
次
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

１　

水
俣
市
、
純
益
金
の
二
割

２　

久
木
野
財
産
区　

純
益
金
の
八
割

 
 
 
 

　

財
産
区
の
区
域
内
の
公
共
施
設
の
改
修
に
要
す
る
資
材
と
し
て
の
原
木
の
供
給
は
、

従
来
の
慣
習
の
通
り
認
め
る
。

 
 
 

水
俣
市
お
よ
び
財
産
区
は
、
前
項
に
定
め
た
協
定
を
忠
実
に
履
行
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
協
定
は
、
昭
和
三
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

（
二
）

（
三
）こ

の
場
合
、
予
め
財
産
区
管
理
者
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

４　

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５　

合
併
時
の
関
係
市
村
の
現
況
表

−915−

市
村
名

長

助 
 

役

収 

入 

役

議 
 

長

副 

議 

長

水
俣
市

久
木
野
村

橋
本 

 

彦
七

吉
井
喜
三
郎

徳
富
万
登
躬

古
里 

 
 
 

等

尾
田 

 
 
 

学

南 
 
 
 

恒
雄

原 
 
 
 

斗
蔵

森
山 

 

寿
蔵

大
崎 

 

金
平

大
川 

 

栄
喜

区

分

人

口

戸

数

面

積

人戸

平
方
粁

業

態

生

業

の
割
合

そ
の
他

の
業
態

商
工
業

そ
の
他

計

農

業

そ
の
他

人人人人人人

計

水

俣

市

関

係

市

村

水

俣

市

久
木
野
村

都
市
的

業

態

中

学

校

高

等

学

校

官

公

署

鉱

工

産

会
社
、
工
場
、
事
業
場

生

産

額

農

産

そ

の

他

計

千
円

千
円

千
円

千
円

国

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

千
円

千
円

県

税

納

税

額

千
円

市

町

村

税

納

税

額

千
円

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

中
学
校
以

上
の
学
校

五
〇
、
〇
九
七

一
〇
、
一
七
一

一
六
四
・
〇
一

一
二
、
二
七
四

二
七
、
九
九
八

四
〇
、
二
七
二

九
、
二
三
七

六
二
八

九
、
八
六
五

四
六
、
八
三
九

九
、
五
六
二

一
二
四
・
〇
〇

一
二
、
〇
三
二

二
七
、
七
九
八

三
九
、
八
三
〇

六
、
四
九
三

五
一
六

七
、
〇
〇
九

三
、
二
五
八

六
〇
九

四
〇
・
〇
一

二
四
二

二
〇
〇

四
四
二

二
、
七
四
四

一
一
二

二
、
八
五
六

六
三
四

二
九
六
、
七
八
〇

三
四
四
、
七
九
六

五
、
二
〇
一
、
五
七
六

一
四
〇
、
四
〇
二

二
五
〇
、
九
八
六

六
四
、
三
五
二

九
七
、
五
一
三

四
、
五
六
〇
、
〇
〇
〇 一三

五
三
一

二
五
四
、
五
〇
〇

三
一
八
、
二
二
六

五
、
一
三
二
、
七
二
六

一
三
七
、
八
八
四

二
三
五
、
三
五
三

六
四
、
二
〇
〇

九
六
、
二
四
九 一三

四
、
五
六
〇
、
〇
〇
〇

三

二
、
五
一
八

一
五
、
六
三
三

四
二
、
二
八
〇

二
六
、
五
七
〇

六
八
、
八
五
〇

一
五
二

一
、
二
六
四 一

－－－


	水俣市



